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令和 4年度 第 10回教育研究評議会議事要録 

日 時  令和 5年 2月 9日（木）13:30～14:04 

場 所  Teams（オンライン）開催 

出席者  太田学長、久留主理事、佐川理事、山岸理事、鳥羽田理事、菊池理事、金野副学長、増

澤副学長、原口人文社会科学部長、野崎教育学部長、岡田理学部長、乾工学部長、宮口

農学部長、羽渕図書館長、西川全学教育機構長、井上評議員、高橋評議員、瀧澤評議

員、上地評議員、下村評議員、田内評議員、鎌田評議員、横木評議員、大久保評議員、

井上評議員 

監事監査規則第 9 条第 2 項に基づく出席者  人見監事 

 

議 題 

審議事項 

 １ 学生の懲戒処分について 

 ２ 国立大学法人茨城大学事務組織規程等の一部改正について 

 ３ 研究推進体制の強化に係る関係規程の制定等について 

 ４ 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について 

  ５ 国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取 

得する株式等の取扱いに関する規程の制定について 

６ ひたちなか市と国立大学法人茨城大学との包括連携協定締結について 

 

報告事項 

 １ 令和５年度大学執行部体制の追加について 

 ２ 教員の人事について 

 ３ 北関東三大学教育ＦＤ講演会の開催について 

 ４ 教員養成シンポジウムの開催について 

  

 

議 事 概 要 

  

Ⅰ 審議事項（○：構成員 ●：報告者、事務局等） 

１ 学生の懲戒処分について 

学長から、学生の懲戒処分について、資料１に基づき審議願いたい旨の提案があった。次い

で、久留主理事から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

２ 国立大学法人茨城大学事務組織規程等の一部改正について 

学長から、事務組織規程等の一部改正について、資料２に基づき審議願いたい旨の提案があ

った。次いで、総務部長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

【主な意見】 

○一元的に学部支援事務を行うということであれば、水戸地区だけをまとめるのではなく、日

立地区、阿見地区も含めた体制とするべきだと考えている。 

●組織変更に併せて業務内容の見直しも行っている。業務改善を行うことで３地区キャンパス

の事務組織がより良い形になっていくと考えている。また、学部等支援部長を置くことで、５

学部事務の一元的な対応を図っていく。 

 

３ 研究推進体制の強化に係る関係規程の制定等について 

学長から、研究推進体制の強化に係る関係規程の制定等について、資料３に基づき審議願い

たい旨の提案があった。次いで、金野副学長及び研究推進課長から説明があり、審議の結果、

提案のとおり了承された。 
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４ 国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正について 

学長から、組織規則の一部改正について、資料４に基づき審議願いたい旨の提案があった。

次いで、総務課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

５ 国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取

得する株式等の取扱いに関する規程の制定について 

学長から、ベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱

いに関する規程の制定について、資料５に基づき審議願いたい旨の提案があった。次いで、金

野副学長及び産学連携課長から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

６ ひたちなか市と国立大学法人茨城大学との包括連携協定締結について 

学長から、ひたちなか市との包括連携協定締結について、資料６に基づき審議願いたい旨の

提案があった。次いで、鳥羽田理事から説明があり、審議の結果、提案のとおり了承された。 

 

 

Ⅱ 報告事項 

１ 令和５年度大学執行部体制の追加について 

学長から、令和５年度大学執行部体制（案）について、資料７に基づき報告があった。 

 

２ 教員の人事について 

学長から、口頭での報告を省略する旨、発言があった。 

 

３ 北関東三大学教育ＦＤ講演会の開催について 

増澤副学長から、北関東三大学教育ＦＤ講演会の開催について、資料９に基づき報告があっ

た 

 
４ 教員養成シンポジウムの開催について 

久留主理事から、教員養成シンポジウムの開催について、資料１０に基づき報告があった。 

 

 

Ⅲ 監事からの意見  

・ベンチャー企業を対象とした株式等の取扱いについて、学内審査や株式売却の判断が適正に

行われるよう体制や基準を整備し、茨城大学発のベンチャー企業の育成という観点から推進し

ていただきたい。 

・研究推進体制の強化における研究設備共用センターについて、設備機器の共有を促進するた

めには、相手方に必要な情報を的確に提供することが重要である。そのような体制やシステム

を整備していただきたい。 

 

 

Ⅳ その他 

特になし 

 

 

会議資料の公開について 

資料１、資料７は非公開、資料８は一部非公開 

 

 

  次回 教育研究評議会開催 

３月９日（木） １３時３０分から 


